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令和元年度 補修技術等研修会の開催について（ご案内） 

 

平素は、多面的機能支払交付金の取組につきまして、格別のご理解・ご尽力を賜り厚くお礼

申し上げます。 

さて、今年度、県協議会主催の補修技術等研修会を８月２７日（西部会場）、８月２９日（東

部会場）で開催することとしましたのでご案内いたします。（詳細は裏面参照） 

ご承知のとおり、認定期間内（本年度再認定組織含む）での研修会受講は活動要件の一つで

あり、事務ならびに補修技術等の研修会をそれぞれ１回以上受講することになっています。 

（なお、既に受講されている場合や特に組織内で必要としない研修内容の場合は毎回参加さ

れる必要はありません） 

 

 

参加ご希望の活動組織は、ご希望の研修会の参加申込書に必要事項を記入のうえ、お申込み

ください。なお、申込みが定員に達した際は、お断りする場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

問い合せ先  

 〒690-0876 島根県松江市黒田町432-1 

水土里ネット島根 水土里推進グループ（伊藤・深田） 

〔TEL 0852-32-4141〕 〔FAX 0852-24-0848〕 

『補修技術等研修会』に参加されると資源向上（共同）に取り組まれている活動組織

の方は、「実施状況報告書」－「（2）資源向上支払交付金」－【機能診断・補修技術等に

関する研修】の実施欄に「○」が付きます。 

（但し、研修会参加後は、活動組織内で報告会等を実施し、研修内容の周知をお願い

します） 

 最新の活動計画書の計画や実施時期が相違していても、参加は可能で実施状況報告書

の実施欄に「○」がつきますが、報告時に変更計画書の添付が必要な場合もあります。 

なお、この研修会に農地維持または長寿命化のみに取組まれている組織の方が参加さ

れ、経費が発生した場合は、活動記録の活動区分は「研修・会議」にチェックしてくだ

さい。 



令和元年度 機能診断・補修技術等研修会 

 

○西部会場 

１．日   時：令和元年８月２７日（火） 

１３:３０～１６:００（受付１３：００～） 

２．場    所：益田市昭和町１３－１ 

「島根県益田合同庁舎 ５階大会議室」（℡ 0856-31-9500案内窓口） 

３. 定   員：８０名（原則１組織２名まで） 

 

○東部会場 

１．日   時：令和元年８月２９日（木） 

１３:３０～１６:００（受付 １３:００～） 

２． 場   所：飯石郡飯南町上来島１２０７ 

「島根県中山間地域研究センター ２階大会議室」（℡ 0854-76-2025） 

３. 定   員：１００名（原則１組織２名まで） 

 

○共通事項 

４．受講対象者：活動組織の事務担当者等、市町村担当者        

 

５．研修内容：  

・ＤＶＤ上映「獣害を止める基本」 

・鳥獣害防護柵の設置等について 

    ・多面的機能支払交付金に関する情報提供 

※研修会の内容は変更となる場合があります。 

 

６．交通手段：駐車場に限りがありますので、車でお越しの際は、乗り合わせのうえお越 

しください。 

 

７．参 加 費：無料 

 

８．申込み期限：令和元年８月１６日（金）まで 

※いずれも定員になり次第、締め切らせて頂きますが、状況により１活動組織の人数を調

整させて頂く場合もありますのでご了承ください。 

 

９．当日の連絡先：090-4890-7020（伊藤携帯電話） 


